
(57)【要約】

本発明は、商業の分野、及び特に、支払いカードを使用

して資金を移転する方法に関する。既存の資金移転シス

テムは、例えばそれらの配送に関連付けられた大幅な遅

れ、高い処理費用及び高い管理費用を含む多くの問題に

苦しむ。これら困難を軽減するために、本発明は、第１

の支払いカード保有者から第２の支払いカード保有者へ

資金を移転する方法であって、資金の移転が前記第２の

カード保有者に要求される表示を前記第１のカード保有

者から受信すること、移転されるべき資金の額に関連付

けられた負の量について第１の商売人と前記第１のカー

ド保有者との間で第１の支払カード取引を生成すること

、及び移転されるべき資金の額に関連付けられた正の量

について第２の商売人と前記第２のカード保有者との間

で第２の支払カード取引を生成することを含む方法に関

する。この構成によって提供される有利点は、既存の支

払カードシステムを使用して、資金の移転が、有意な遅

延なしにカード保有者間で効率的に実施されうることで

ある。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 第 １ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 か ら 第 ２ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 へ 資 金 を 移 転 す る 、 コ ン ピ ュ
ー タ シ ス テ ム に よ っ て 実 行 さ れ る 方 法 で あ っ て 、
　 資 金 の 移 転 が 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 に 要 求 さ れ る 表 示 を 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら
受 信 す る こ と 、
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 負 の 量 に つ い て 第 １ の 商 売 人 と 前 記 第 １ の カ
ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 １ の 支 払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る こ と 、 及 び
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 正 の 量 に つ い て 第 ２ の 商 売 人 と 前 記 第 ２ の カ
ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 ２ の 支 払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る こ と
　 を 含 む 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 第 １ の 支 払 い カ ー ド 取 引 を 生 成 す る 前 に 、 前 記 第 １ の 支 払 い カ ー ド 取 引 に つ い て 認
可 を 得 る 開 始 ス テ ッ プ を 含 む 、 請 求 項 １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 表 示 は 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 支 払 い カ ー ド 詳 細 及 び ／ 又 は 前 記 第 ２ の カ ー ド
保 有 者 の 支 払 い カ ー ド 詳 細 を 識 別 す る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 表 示 は 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の た め の 識 別 子 及 び ／ 又 は 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有
者 の た め の 第 ２ の 識 別 子 を 含 み 、 そ れ に よ っ て こ れ ら 識 別 子 が 、 カ ー ド 保 有 者 の デ ー タ ベ
ー ス か ら 前 記 第 １ の 支 払 カ ー ド 保 有 者 及 び ／ 又 は 前 記 第 ２ の 支 払 カ ー ド 保 有 者 の 前 記 カ ー
ド 詳 細 、 及 び そ れ ら に 関 連 付 け ら れ た 識 別 子 を 得 る た め に 使 用 さ れ て よ い 、 請 求 項 １ 又 は
２ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 前 記 正 の 量 及 び ／ 又 は 負 の 量 が 、 移 転 さ れ る
べ き 資 金 の 額 に 等 し く て よ く 、 又 は 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 適 用 さ れ る サ ー ビ ス 料 金 を
含 ん で よ い 、 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 第 １ の 支 払 い カ ー ド 取 引 の 通 貨 が 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 支 払 カ ー ド 口 座 の 通
貨 で あ り 、 及 び 前 記 第 ２ の 支 払 カ ー ド 取 引 が 、 前 記 第 １ 及 び 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 支 払 カ
ー ド 口 座 が 異 な る と こ ろ の 環 境 に お い て 、 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 支 払 カ ー ド 口 座 の 通
貨 で 実 行 さ れ る 、 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 カ ー ド 保 有 者 か ら 表 示 を 受 信 す る ス テ ッ プ が 、 コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て
実 行 さ れ る 、 請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら 表 示 を 受 信 す る ス テ ッ プ が 、 電 話 を 介 し て 実 行 さ れ る 、 請
求 項 １ ～ ６ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 第 １ の 商 売 人 及 び 第 ２ の 商 売 人 が 同 じ で あ る 、 請 求 項 １ ～ ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載
の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 第 １ の 商 売 人 及 び 第 ２ の 商 売 人 が 関 連 付 け ら れ て い る が 、 し か し 同 じ で な い 、 請 求
項 １ ～ ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 第 １ の 商 売 人 が 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 国 に 居 住 し 、 及 び 前 記 第 ２ の 商 売 人 が
前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 国 に 位 置 さ れ る 、 請 求 項 １ ０ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 前 記 詳 細 か ら 適 切 な 第 ２ の 商 売 人 を 識 別 す る ス テ ッ プ を さ ら
に 含 む 、 請 求 項 １ ～ １ １ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
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【 請 求 項 １ ３ 】
　 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 前 記 カ ー ド 詳 細 か ら 適 切 な 第 １ の 商 売 人 を 識 別 す る ス テ ッ プ
を さ ら に 含 む 、 請 求 項 １ ～ １ ２ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 第 １ の 商 売 人 と 第 ３ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 の 第 ３ の 支 払 い カ ー ド 取 引 を 生 成 す る ス テ ッ
プ を 含 み 、 前 記 第 ３ の カ ー ド 保 有 者 及 び 前 記 第 ２ の 商 売 人 が 、 特 定 の 国 に 適 切 に 共 在 住 す
る 同 じ 実 体 の 関 連 付 け ら れ た 口 座 で あ る 、 請 求 項 １ ～ １ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 第 １ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 か ら 第 ２ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 へ 資 金 を 移 転 す る た め の シ ス
テ ム で あ っ て 、
　 資 金 の 移 転 が 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 に 要 求 さ れ る 表 示 を 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら
受 信 す る 手 段 、
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 負 の 量 に つ い て 第 １ の 商 売 人 と 前 記 第 １ の カ
ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 １ の 支 払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る 手 段 、 及 び
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 正 の 量 に つ い て 第 ２ の 商 売 人 と 前 記 第 ２ の カ
ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 ２ の 支 払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る 手 段
　 を 含 む シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 前 記 第 １ の 支 払 い カ ー ド 取 引 を 生 成 す る 前 に 、 前 記 第 １ の 商 売 人 と 前 記 第 １ の カ ー ド 保
有 者 と の 間 で 前 記 支 払 い カ ー ド 取 引 に つ い て 認 可 を 得 る た め の 手 段 を 含 む 、 請 求 項 １ ５ に
記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ７ 】
　 カ ー ド 保 有 者 情 報 の デ ー タ ベ ー ス を 更 に 含 み 、 前 記 デ ー タ ベ ー ス 中 の 個 々 の 記 録 が カ ー
ド 保 有 者 の 詳 細 及 び 関 連 付 け ら れ た 識 別 子 を 含 む 、 請 求 項 １ ５ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ８ 】
　 前 記 シ ス テ ム が 、 前 記 デ ー タ ベ ー ス か ら の カ ー ド 保 有 者 詳 細 を 、 前 記 第 １ の 取 引 及 び ／
又 は 前 記 第 ２ の 取 引 を 生 成 す る た め に 用 意 さ れ た 識 別 子 か ら 抽 出 す る よ う に 適 合 さ れ て い
る 、 請 求 項 １ ７ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 １ ９ 】
　 前 記 シ ス テ ム が 、 前 記 第 １ の 取 引 及 び ／ 又 は 前 記 第 ２ の 取 引 で 変 動 通 貨 変 換 を 実 行 す る
よ う に 適 合 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ５ ～ １ ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
　 前 記 シ ス テ ム が 、 コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク を 介 し て 前 記 カ ー ド 保 有 者 か ら 表 示 を 受 信
す る よ う に 適 合 さ れ て い る 、 請 求 項 １ ５ ～ １ ９ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ １ 】
　 前 記 シ ス テ ム が 、 電 話 を 介 し て 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら 表 示 を 受 信 す る よ う に 適 合
さ れ て い る 、 請 求 項 １ ５ ～ １ ９ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
　 前 記 シ ス テ ム が 、 カ ー ド 番 号 又 は カ ー ド 番 号 の 範 囲 を 少 な く と も １ つ の 商 売 人 に 関 連 付
け る デ ー タ ベ ー ス を 含 む 、 請 求 項 １ ５ ～ ２ １ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
　 前 記 シ ス テ ム が 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 前 記 カ ー ド 詳 細 を 前 記 デ ー タ ベ ー ス 中 の 項
目 と 比 較 す る こ と に よ っ て 、 前 記 第 １ の 取 引 に お い て 使 用 す る た め の 適 切 な 商 売 人 を 決 定
す る よ う に 適 合 さ れ て い る 、 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
　 前 記 シ ス テ ム が 、 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 前 記 カ ー ド 詳 細 を 前 記 デ ー タ ベ ー ス 中 の 項
目 と 比 較 す る こ と に よ っ て 、 前 記 第 ２ の 取 引 に お い て 使 用 す る た め の 適 切 な 商 売 人 を 決 定
す る よ う に 適 合 さ れ て い る 、 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム に 請 求 項 １ ～ １ ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 を 実 行 さ せ る た め
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の 命 令 を 含 む ソ フ ト ウ ェ ア 。
【 請 求 項 ２ ６ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム に 請 求 項 １ ～ １ ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 を 実 行 さ せ る た め
の 命 令 を 担 持 す る コ ン ピ ュ ー タ 使 用 可 能 な 媒 体 を 含 む コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 製 品 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
　 第 １ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 か ら 第 ２ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 へ 資 金 を 移 転 す る 、 コ ン ピ ュ
ー タ シ ス テ ム に よ っ て 実 行 さ れ る 方 法 で あ っ て 、
　 資 金 の 移 転 が 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 に 要 求 さ れ る 表 示 を 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら
受 信 す る こ と 、
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 負 の 量 に つ い て 第 １ の 商 売 人 と 前 記 第 １ の カ
ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 １ の 支 払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る こ と 、 及 び
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 正 の 量 に つ い て 第 ２ の 商 売 人 と 前 記 第 ２ の カ
ー ド 保 有 者 と の 間 で 取 引 を 生 成 す る こ と
　 を 含 み 、 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 へ の 前 記 取 引 が 小 切 手 の 形 態 で あ る 、 方 法 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
　 第 １ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 か ら 第 ２ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 へ 資 金 を 移 転 す る た め の シ ス
テ ム で あ っ て 、
　 資 金 の 移 転 が 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 に 要 求 さ れ る 表 示 を 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら
受 信 す る 手 段 、
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 負 の 量 に つ い て 第 １ の 商 売 人 と 前 記 第 １ の カ
ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 １ の 支 払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る 手 段 、 及 び
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 正 の 量 に つ い て 第 ２ の 商 売 人 と 前 記 第 ２ の カ
ー ド 保 有 者 と の 間 で 取 引 を 生 成 す る 手 段
　 を 含 み 、 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 へ の 前 記 取 引 が 小 切 手 の 形 態 で あ る 、 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
　 第 １ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 か ら 第 ２ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 へ 資 金 を 移 転 す る た め の 方 法
で あ っ て 、
　 資 金 の 移 転 が 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 に 要 求 さ れ る 表 示 を 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら
受 信 す る こ と 、
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 負 の 量 に つ い て 第 １ の 商 売 人 と 前 記 第 １ の カ
ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 １ の 支 払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る こ と 、 及 び
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 正 の 量 に つ い て 第 ２ の 商 売 人 と 前 記 第 ２ の カ
ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 ２ の 支 払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る こ と
　 を 含 む 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 商 業 の 分 野 、 及 び 特 に 、 支 払 い カ ー ド を 使 用 し て 資 金 を 移 転 す る 方 法 に 関 す
る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 多 く の 異 な る サ ー ビ ス が 、 あ る 人 か ら 他 の 人 へ 資 金 の 移 転 を 容 易 に す る た め に 提 供 さ れ
る 。 こ れ ら の う ち の 最 も 一 般 的 な 例 は 、 銀 行 為 替 手 形 及 び 電 信 送 金 の 使 用 を 含 む 。 電 信 送
金 サ ー ビ ス の 例 は 、 ウ ェ ス タ ン ユ ニ オ ン （ WESTERN　 UNION） に よ っ て 提 供 さ れ る 資 金 移 転
サ ー ビ ス で あ る 。 銀 行 為 替 手 形 の 使 用 は 、 そ れ ら の 配 送 に 関 連 付 け ら れ た 大 幅 な 遅 れ 、 高
い 処 理 費 用 、 及 び 発 行 銀 行 ／ 金 融 機 関 が 開 い て い る 場 合 に 為 替 手 形 を 得 る こ と が で き る 能
力 を 単 に 有 す る こ と の 不 便 さ の 不 利 点 に 苦 し む 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 電 信 送 金 サ ー ビ ス の 使 用 は 、 銀 行 為 替 手 形 に 関 連 付 け ら れ た 困 難 性 の う ち の い く つ か を
克 服 す る が 、 高 い 一 般 管 理 費 用 、 及 び 電 信 送 金 事 務 所 が 開 い て い る 場 合 に 送 金 す る 能 力 を
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単 に 有 す る こ と の 不 便 さ に 苦 し む 。 追 加 の 不 利 点 は 、 資 金 を 受 信 し た ヒ ト は 、 電 信 さ れ た
資 金 を 得 る た め に 電 信 送 金 事 務 所 へ 行 か な け れ ば な ら な い こ と で あ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 資 金 移 転 の 既 存 の 方 法 で の 他 の 困 難 性 は 、 資 金 が 受 け 取 ら れ る だ ろ う と い う 保 証 な し で
前 も っ て 行 な わ れ な け れ ば な ら な い と い う こ と で あ る 。 支 払 い が 行 な わ れ な か っ た 場 合 に
、 払 戻 を 得 る こ と は 困 難 か も し れ な い 。 例 え ば 、 銀 行 為 替 手 形 の 場 合 、 銀 行 は 、 特 定 の 為
替 手 形 が 、 現 金 に さ れ て い る か ど う か を 識 別 す る 困 難 性 、 及 び 現 金 に さ れ て い な い 払 戻 為
替 手 形 で の 関 連 付 け ら れ た 問 題 を 有 し て い る か も し れ な い 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 最 近 導 入 さ れ た １ つ の サ ー ビ ス 、 「 PAYPAL」 は 、 支 払 い の 既 存 の 方 法 に 関 連 付 け ら れ た
問 題 を 減 少 す る よ う に 努 め 、 及 び イ ン タ ー ネ ッ ト 販 売 及 び 購 入 に 第 １ に 向 け ら れ る 。 こ の
サ ー ビ ス は 、 ユ ー ザ が オ ン ・ ラ イ ン 口 座 を 作 成 す る こ と を 可 能 に し 、 そ れ ら は ク レ ジ ッ ト
・ カ ー ド 若 し く は デ ビ ッ ト ・ カ ー ド 、 現 金 又 は 小 切 手 を 使 用 し て 貸 方 に 記 入 す る こ と が で
き る 。 一 旦 口 座 が 貸 方 に 記 入 さ れ れ ば 、 ユ ー ザ は 彼 ら の PAYPAL口 座 か ら 他 の PAYPAL口 座 へ
資 金 を 移 転 す る こ と が で き る 。 こ の 方 法 は 、 多 く の 長 所 を 有 し 且 つ イ ン タ ー ネ ッ ト 上 、 特
に オ ー ク シ ョ ン サ イ ト で 非 常 に ポ ピ ュ ラ ー に な っ た 一 方 、 ユ ー ザ が 彼 ら の PAYPAL口 座 か ら
資 金 を 引 き 出 し て い る 場 合 に 、 該 処 理 の 終 わ り で 問 題 に 苦 し む 。 現 在 、 PAYPAL口 座 か ら お
金 を 得 る た め の 主 な 方 法 は 、 小 切 手 又 は 電 信 送 金 に よ っ て で あ る 。 し か し な が ら 、 PAYPAL
は ま た ATMカ ー ド を 提 供 し 、 そ れ は ATM機 械 か ら 現 金 を 引 き 出 す た め に 使 用 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 米 国 特 許 第 5,949,044号 は 、 譲 渡 人 の ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド を 借 方 に 記 入 し そ し て 譲 受 人
の ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド を 貸 方 に 記 入 す る こ と に よ っ て 、 譲 渡 人 が 貸 方 を 移 転 す る こ と 又 は
譲 受 人 へ 支 払 を す る こ と を 可 能 に す る た め の シ ス テ ム を 記 載 す る 。 譲 渡 人 の 利 用 可 能 な 上
限 貸 出 額 ま で の 量 に お け る 資 金 又 は 部 分 的 な 上 限 貸 出 額 の 支 払 い が 、 譲 受 人 へ 移 転 さ れ う
る 。 金 融 の 面 倒 な 額 の 移 転 は 、 移 転 の 完 了 後 に 、 移 転 さ れ た お 金 又 は 上 限 貸 出 額 に す ぐ に
ア ク セ ス す る こ と を 譲 受 人 に 可 能 に す る 。 ど ち ら の 当 事 者 も 彼 ら の 完 全 な ク レ ジ ッ ト ・ カ
ー ド 番 号 を 他 方 に 与 え る 必 要 が な く 、 し た が っ て 、 安 全 性 が 保 た れ る 。 し か し な が ら 、 こ
の シ ス テ ム は 、 カ ー ド ・ ス キ ー ム 又 は 専 門 家 カ ー ド ・ ス キ ー ム オ ペ レ ー タ ー と の 直 接 的 な
や り と り を 要 求 し 且 つ 広 範 囲 の 有 用 性 及 び ／ 又 は 使 用 に 対 し て 緩 和 す る 暗 号 化 技 術 を 含 む
。
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 従 っ て 、 改 善 さ れ た 資 金 移 転 シ ス テ ム の 必 要 性 が あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 こ れ ら 必 要 性 及 び 他 の も の は 、 第 １ の 態 様 が 第 １ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 か ら 第 ２ の 支 払
い カ ー ド 保 有 者 へ 資 金 を 移 転 す る 方 法 で あ っ て 、 資 金 の 移 転 が 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 に
要 求 さ れ る 表 示 を 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら 受 信 す る こ と 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に
関 連 付 け ら れ た 負 の 量 に つ い て 第 １ の 商 売 人 と 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 １ の 支
払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る こ と 、 及 び 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 正 の 量 に つ
い て 第 ２ の 商 売 人 と 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 ２ の 支 払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る こ
と を 含 む 方 法 を 提 供 す る と こ ろ の 本 発 明 に よ っ て 満 た さ れ る だ ろ う 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の 構 成 に よ っ て 提 供 さ れ る 有 利 点 は 、 既 存 の 支 払 カ ー ド シ ス テ ム を 使 用 し て 、 資 金 の
移 転 が 、 有 意 な 遅 延 な し に カ ー ド 保 有 者 間 で 効 率 的 に 実 施 さ れ う る こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 該 方 法 は 、 前 記 第 １ の 支 払 い カ ー ド 取 引 を 生 成 す る 前 に 、 前 記 第 １ の 商 売 人 と 前 記 第 １
の カ ー ド 保 有 者 と の 間 で 前 記 第 支 払 い カ ー ド 取 引 の た め の 認 可 を 得 る た め の 開 始 ス テ ッ プ
を 含 ん で よ い 。
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【 ０ ０ １ １ 】
　 前 記 表 示 は 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 支 払 い カ ー ド 詳 細 及 び ／ 又 は 前 記 第 ２ の カ ー ド
保 有 者 の 支 払 い カ ー ド 詳 細 を 識 別 し て よ い 。 代 替 的 に 、 前 記 表 示 は 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保
有 者 の た め の 識 別 子 及 び ／ 又 は 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の た め の 第 ２ の 識 別 子 を 含 み 、 そ
れ に よ っ て こ れ ら 識 別 子 が 、 カ ー ド 保 有 者 の デ ー タ ベ ー ス か ら 前 記 第 １ の 支 払 カ ー ド 保 有
者 及 び 前 記 第 ２ の 支 払 カ ー ド 保 有 者 の 前 記 カ ー ド 詳 細 、 及 び そ れ ら に 関 連 付 け ら れ た 識 別
子 を 得 る た め に 使 用 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 前 記 正 の 量 及 び ／ 又 は 負 の 量 が 、 移 転 さ れ る
べ き 資 金 の 額 に 等 し く て よ く 、 又 は 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 適 用 さ れ る サ ー ビ ス 料 金 を
含 ん で よ い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 操 作 の １ つ の 態 様 で は 、 前 記 第 １ の 支 払 い カ ー ド 取 引 の 通 貨 が 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有
者 の 通 貨 で あ り 、 及 び 前 記 第 ２ の 支 払 カ ー ド 取 引 が 、 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 通 貨 で 実
行 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 該 方 法 の １ つ の 実 装 で は 、 前 記 カ ー ド 保 有 者 か ら 表 示 を 受 信 す る ス テ ッ プ が 、 コ ン ピ ュ
ー タ ネ ッ ト ワ ー ク 、 例 え ば イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て 実 行 さ れ る 。 他 の 実 装 で は 、 前 記 第 １
の カ ー ド 保 有 者 か ら 表 示 を 受 信 す る ス テ ッ プ が 、 電 話 を 介 し て 実 行 さ れ る 。 更 な る 実 装 で
は 、 カ ー ド 保 有 者 は 、 第 １ の 商 売 人 又 は 関 連 者 の 事 務 所 で 表 示 を 提 供 す る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 １ つ の 実 施 態 様 で は 、 前 記 第 １ の 商 売 人 及 び 第 ２ の 商 売 人 が 同 じ で あ る 。 代 替 の 実 施 態
様 で は 、 前 記 第 １ の 商 売 人 及 び 第 ２ の 商 売 人 が 関 連 付 け ら れ る が 、 し か し 同 じ で な い 。 こ
の 代 替 の 実 施 態 様 で は 、 前 記 第 １ の 商 売 人 は 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 国 に 居 住 し て よ
く 、 一 方 前 記 第 ２ の 商 売 人 が 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 国 に 位 置 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 該 方 法 は 、 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 前 記 詳 細 か ら 適 切 な 第 ２ の 商 売 人 を 識 別 す る ス テ
ッ プ を 含 ん で よ い 。 該 方 法 は ま た 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 前 記 カ ー ド 詳 細 か ら 適 切 な
第 １ の 商 売 人 を 識 別 す る ス テ ッ プ を 含 ん で よ い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 該 方 法 は ま た 、 複 数 の 国 を サ ー ビ ス す る た め に 、 商 売 人 口 座 の ネ ッ ト ワ ー ク の 確 立 を 拡
大 し て よ い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 好 ま し く は 、 前 記 支 払 い カ ー ド は デ ビ ッ ト ・ カ ー ド ／ ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド 又 は チ ャ ー ジ
・ カ ー ド で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 該 方 法 は ま た 、 第 １ の 商 売 人 と 第 ３ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 の 第 ３ の 支 払 い カ ー ド 取 引 を
生 成 す る ス テ ッ プ を 含 み 、 前 記 第 ３ の カ ー ド 保 有 者 及 び 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 が 、 特 定
の 国 に 適 切 に 共 在 住 す る 同 じ 実 体 の 関 連 付 け ら れ た 口 座 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 該 方 法 は 好 ま し く は 、 コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 上 に 実 装 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 本 発 明 の 更 な る 実 施 態 様 は 、 第 １ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 か ら 第 ２ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者
へ 資 金 を 移 転 す る た め の シ ス テ ム で あ っ て 、 資 金 の 移 転 が 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 に 要 求
さ れ る 表 示 を 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら 受 信 す る 手 段 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連
付 け ら れ た 負 の 量 に つ い て 第 １ の 商 売 人 と 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 １ の 支 払 カ
ー ド 取 引 を 生 成 す る 手 段 、 及 び 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 正 の 量 に つ い て
第 ２ の 商 売 人 と 前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 で 第 ２ の 支 払 カ ー ド 取 引 を 生 成 す る 手 段 を
含 む シ ス テ ム を 提 供 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
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　 該 シ ス テ ム は 、 前 記 第 １ の 支 払 い カ ー ド 取 引 を 生 成 す る 前 に 、 前 記 第 １ の 商 売 人 と 前 記
第 １ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 で 前 記 支 払 い カ ー ド 取 引 に つ い て 認 可 を 得 る た め の 手 段 を 含 ん
で よ い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 該 シ ス テ ム は 、 カ ー ド 保 有 者 情 報 の デ ー タ ベ ー ス を 更 に 含 み 、 前 記 デ ー タ ベ ー ス 中 の 個
々 の 記 録 が カ ー ド 保 有 者 の 詳 細 及 び 関 連 付 け ら れ た 識 別 子 を 含 ん で よ い 。 該 シ ス テ ム が 、
前 記 デ ー タ ベ ー ス か ら の カ ー ド 保 有 者 詳 細 を 、 前 記 第 １ の 取 引 及 び ／ 又 は 前 記 第 ２ の 取 引
を 生 成 す る た め に 用 意 さ れ た 識 別 子 か ら 抽 出 す る よ う に 適 合 さ れ て い て よ い 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 該 シ ス テ ム が 、 前 記 第 １ の 取 引 及 び ／ 又 は 前 記 第 ２ の 取 引 の 両 方 で 変 動 通 貨 変 換 を 実 行
す る よ う に 適 合 さ れ て い て よ い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 該 シ ス テ ム が 、 コ ン ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク 、 例 え ば イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て 前 記 カ ー ド
保 有 者 か ら 表 示 を 受 信 す る よ う に 適 合 さ れ て い て よ い 。 他 の 実 施 態 様 で は 、 該 シ ス テ ム が
、 電 話 を 介 し て 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら 表 示 を 受 信 す る よ う に 適 合 さ れ て い て よ い 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 該 シ ス テ ム が 、 カ ー ド 番 号 又 は カ ー ド 番 号 の 範 囲 を 少 な く と も １ つ の 商 売 人 に 関 連 付 け
る デ ー タ ベ ー ス を 含 ん で い て よ い 。 該 シ ス テ ム が 、 前 記 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 前 記 カ ー ド
詳 細 を 前 記 デ ー タ ベ ー ス 中 の 項 目 と 比 較 す る こ と に よ っ て 、 前 記 第 １ の 取 引 に お い て 使 用
す る た め の 適 切 な 商 売 人 を 決 定 す る よ う に 適 合 さ れ て い て よ い 。 同 様 に 、 該 シ ス テ ム が 、
前 記 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 前 記 カ ー ド 詳 細 を 前 記 デ ー タ ベ ー ス 中 の 項 目 と 比 較 す る こ と に
よ っ て 、 前 記 第 ２ の 取 引 に お い て 使 用 す る た め の 適 切 な 商 売 人 を 決 定 す る よ う に 適 合 さ れ
て い て よ い 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 記 録 媒 体 、 担 体 信 号 又 は リ ー ド オ ン リ ー メ モ リ ー 上 に 埋 め 込 ま れ て よ い 、 上 記 方 法 を 実
行 す る た め の プ ロ グ ラ ム 命 令 を 含 む コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム が ま た 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 他 の 実 施 態 様 は 、 続 く 本 発 明 の 記 述 か ら 明 ら か に な る で あ ろ う 。
　 本 発 明 は 、 下 記 添 付 の 図 に 関 連 し て よ り 詳 細 に い ま 記 載 さ れ る で あ ろ う 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 本 発 明 の 発 明 者 は 、 世 界 的 に 使 用 さ れ る 既 存 の 支 払 い カ ー ド シ ス テ ム が 従 来 未 知 の 様 式
で 資 金 を 移 転 す る た め の 有 効 な 、 効 率 的 な 方 法 の 可 能 性 を 提 供 す る こ と を 認 識 し た 。 本 発
明 は 、 高 度 化 さ れ た コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 及 び ／ 又 は ホ ス ト ・ シ ス テ ム と 協 力 す る 単 純 な
支 払 い カ ー ド 端 末 装 置 を 使 用 し て 実 装 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 図 １ 及 び ９ に 図 示 さ れ る よ う な 、 適 切 な 支 払 い カ ー ド 端 末 装 置 1は 、 磁 気 帯 リ ー ダ 3、 英
数 字 及 び フ ァ ン ク シ ョ ン キ ー パ ッ ド 5、 表 示 装 置 ユ ニ ッ ト 7、 及 び 受 領 書 11を 印 刷 す る た め
の 受 領 書 プ リ ン タ ー 9を 含 む 。 支 払 い カ ー ド 詳 細 は 、 磁 気 帯 リ ー ダ 若 し く は 端 末 の 他 の 入
力 装 置 を 介 し て 支 払 カ ー ド を 通 す こ と 又 は 端 末 の キ ー パ ッ ド を 使 用 す る こ と の い ず れ か に
よ っ て 入 力 さ れ る 。 代 替 の 端 末 装 置 は 、 埋 め 込 ま れ た チ ッ プ を 有 す る 支 払 い カ ー ド か ら 支
払 い カ ー ド 詳 細 を 得 る た め の ス マ ー ト ・ カ ー ド 装 置 リ ー ダ を 提 供 し て よ い 。 取 引 詳 細 は 、
キ ー パ ッ ド を 使 用 し て 入 力 さ れ て よ い 。 任 意 的 に 、 個 人 識 別 番 号 (PIN)キ ー パ ッ ド （ 図 示
さ れ て い な い ） は 、 カ ー ド 保 有 者 が 認 可 ／ 安 全 手 段 と し て Ｐ Ｉ Ｎ 番 号 を 入 力 す る こ と を 可
能 に す る よ う に 提 供 さ れ て よ い 。 内 部 に 、 該 端 末 は 、 該 端 末 を 操 作 す る た め の 適 切 な 電 子
回 路 を 有 し 、 典 型 的 に は 、 モ デ ム 17、 電 源 ユ ニ ッ ト 、 マ イ ク ロ プ ロ セ ッ サ 16、 RAM及 び ROM
メ モ リ 13,15を 含 む 。 該 端 末 の ソ フ ト ウ ェ ア 12は 、 本 発 明 を 実 装 す る た め に 適 合 さ れ る コ
ン ピ ュ ー タ ・ コ ー ド を 含 む 。 回 路 及 び 要 素 は 、 好 ま し く は 小 さ な 設 置 面 積 （ footprint）
を 有 し 且 つ コ ン パ ク ト で あ る 端 末 を 生 産 す る た め に 配 置 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
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　 図 ２ の 配 置 20で 示 さ れ る よ う に 、 該 端 末 22は 、 認 可 ホ ス ト 24、 取 引 ホ ス ト 26及 び 任 意 的
に サ ー ビ ス ・ プ ロ バ イ ダ ー 28と 通 信 す る よ う に 適 切 に 適 合 さ れ て い る 。 認 可 ホ ス ト 24は 、
支 払 い カ ー ド 取 引 を 処 理 す る た め に 端 末 を 操 作 す る 商 売 人 に 認 可 を 許 可 す る /否 定 す る よ
う に 構 成 さ れ る 。 取 引 ホ ス ト 26は 、 該 端 末 か ら 支 払 い カ ー ド 取 引 の 詳 細 を 受 信 し 、 且 つ 支
払 い の 処 理 の た め に 金 融 機 関 へ こ れ ら 取 引 詳 細 を 渡 す よ う に 適 合 さ れ て い る 。 本 発 明 の 文
脈 に お け る サ ー ビ ス ・ プ ロ バ イ ダ ー 28は 、 本 発 明 の 資 金 移 転 方 法 の 設 備 を 実 装 す る ／ 提 供
す る ス キ ー ム の 作 業 者 に 関 連 付 け ら れ た コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム で あ る 。 認 可 ホ ス ト 、 取 引
ホ ス ト 及 び サ ー ビ ス ・ プ ロ バ イ ダ ー は 、 ３ つ の 別 個 の 実 体 と し て 図 示 さ れ る が 、 し か し な
が ら 、 こ れ ら 機 能 性 は １ つ 又 は そ れ 以 上 の シ ス テ ム に 結 合 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 本 発 明 の 方 法 は 、 図 ３ に そ の 最 も 単 純 な 形 式 で 示 さ れ 、 且 つ 仲 介 と し て 役 割 を 果 た す た
め に 、 中 間 支 払 い カ ー ド ・ ス キ ー ム に お い て １ 又 は そ れ 以 上 の 商 売 人 32， 34を 使 用 し て 、
第 １ の 支 払 い カ ー ド 保 有 者 30か ら 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 36へ の 資 金 の 有 効 な 移 転 を 提 供 す る
。 該 方 法 は 、 カ ー ド 保 有 者 30か ら 、 彼 ら が 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 へ 資 金 を 振 り 替 え た い 指 示
を 受 信 す る こ と に 応 答 し て 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 量 に つ い て 、 商 売
人 32と 第 １ の カ ー ド 保 有 者 30と の 間 で 第 １ の 支 払 い カ ー ド 取 引 を 作 成 す る （ す な わ ち 、 彼
ら が 振 り 替 え た い と 望 む 資 金 に つ い て 第 １ の カ ー ド 保 有 者 に 課 金 す る ） こ と に よ っ て 機 能
す る 。 こ の 量 は 、 サ ー ビ ス 料 金 を 含 ん で よ い 。 資 金 の 移 転 を 完 了 す る た め に 、 第 ２ の 取 引
が 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 貸 方 に つ い て 第 ２ の 商 売 人 34と 第 ２ の カ ー
ド 保 有 者 36と の 間 で 生 成 さ れ る （ す な わ ち 、 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 に 適 切 な 資 金 を 貸 方 に 記
入 す る ） 。 該 貸 方 は 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 を 表 し 、 そ れ は サ ー ビ ス 料 金 が 差 し 引 か れ て よ
い 。 こ の 形 式 で は 、 第 １ 及 び 第 ２ の 取 引 が 、 慣 用 的 な 支 払 い カ ー ド 端 末 を 使 用 し て 、 単 一
の 商 売 人 に よ っ て 作 成 さ れ て よ い こ と が 認 識 さ れ る だ ろ う 。 第 １ の 商 売 人 及 び 第 ２ の 商 売
人 が ２ つ の 別 個 の 実 体 で あ る 状 況 に お い て 、 第 １ の 商 売 人 と 第 ２ の 商 売 人 と の 間 の あ る 調
整 が 要 求 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 図 ４ に 示 さ れ る よ う に 、 上 記 さ れ た 端 末 を 使 用 し て 移 転 を 実 行 す る た め の 例 示 的 な 方 法
は 、 カ ー ド 保 有 者 が 資 金 移 転 を 実 行 す る た め に 、 商 売 人 へ 要 求 す る こ と で 開 始 す る 。 該 商
売 人 は 、 資 金 移 転 が 要 求 さ れ る こ と を 示 す た め に 、 端 末 上 で 適 切 な 選 択 40を す る （ 例 え ば
特 定 の キ ー 又 は キ ー の 組 み 合 わ せ を 押 す ） 。 該 端 末 は 、 該 端 末 表 示 装 置 上 に 、 カ ー ド 保 有
者 の 詳 細 を 入 力 す る よ う に 商 売 人 ／ カ ー ド 保 有 者 に 求 め る 適 切 な メ ッ セ ー ジ 、 例 え ば 、 「
資 金 移 転 オ プ シ ョ ン が 選 択 さ れ た － 譲 渡 人 カ ー ド 詳 細 を 入 力 し て く だ さ い 」 を 表 示 す る 42
こ と に よ っ て 応 答 し て よ い 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 そ の 後 、 該 商 売 人 は 、 カ ー ド 保 有 者 の 詳 細 を 入 力 （ 例 え ば 、 端 末 の 磁 気 帯 リ ー ダ を 介 し
て 彼 ら の 支 払 い カ ー ド を 通 す こ と 又 は 端 末 の 他 の 入 力 装 置 に よ っ て ） し て よ い 44。 こ れ を
受 け て 、 端 末 は 、 該 端 末 表 示 装 置 上 に 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 を 入 力 す る よ う に 商 売 人
に 求 め る 適 切 な メ ッ セ ー ジ 、 例 え ば 、 「 資 金 移 転 オ プ シ ョ ン － 移 転 さ れ る べ き 量 を 入 力 し
て く だ さ い 」 を 表 示 し て よ い 46。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 該 商 売 人 は 、 端 末 の キ ー パ ッ ド に 量 を 入 力 す る こ と に よ っ て 移 転 さ れ る べ き 量 を 入 力 し
て よ い 48。 一 旦 量 が 入 力 さ れ る と 、 該 端 末 は 適 切 な ソ フ ト ウ ェ ア ・ ル ー チ ン 及 び 索 引 テ ー
ブ ル を 使 用 し て 、 サ ー ビ ス 料 金 を 計 算 し ／ 検 索 し て よ い 50。 こ の サ ー ビ ス 料 金 は 、 第 ２ の
取 引 の 量 を 計 算 す 際 に 記 述 さ れ 又 は 差 し 引 か れ た 第 １ の 取 引 に つ い て 課 さ れ た 量 に 含 ま れ
て よ い 。 一 旦 サ ー ビ ス 課 金 が 決 定 さ れ た な ら ば 、 端 末 は 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 に つ い て 適
用 可 能 な サ ー ビ ス 料 金 の 量 及 び ／ 又 は 移 転 の 総 費 用 又 は 移 転 さ れ る べ き 正 味 金 額 を 示 す メ
ッ セ ー ジ を 表 示 し て よ い 52。 端 末 の ソ フ ト ウ ェ ア は 、 ユ ー ザ が 端 末 上 の 移 転 処 理 の 間 の こ
の 時 間 で 及 び ／ 又 は 他 の 時 間 で 移 転 処 理 を 中 止 す る こ と を 可 能 に す る た め の オ プ シ ョ ン 54
を 提 供 し て よ い 。 端 末 及 び ／ 又 は ホ ス ト は 、 第 １ の 商 売 人 と 第 １ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 で
、 計 算 さ れ た 量 に つ い て 第 １ の 取 引 を 生 成 す る 。 適 切 に 、 第 １ の 取 引 を 生 成 す る た め の 手
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段 は 、 端 末 及 び ／ 又 は ホ ス ト に 含 ま れ た プ ロ グ ラ ム ・ コ ー ド で あ る 。 端 末 は 、 生 成 さ れ た
第 １ の 取 引 、 す な わ ち 移 転 用 の 総 費 用 に つ い て 商 売 人 と カ ー ド 保 有 者 と の 間 の 支 払 い カ ー
ド 取 引 に つ い て の 認 可 56を 要 求 し て よ い 。 認 可 が 第 １ の 取 引 に つ い て 受 信 さ れ な い 場 合 、
全 体 の 取 引 処 理 が キ ャ ン セ ル さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 認 可 が 受 信 さ れ る 場 合 、 端 末 は 、 該 端 末 の 表 示 装 置 上 に 、 資 金 が 振 り 返 ら れ る こ と に な
っ て い る カ ー ド 保 有 者 の 支 払 い カ ー ド 詳 細 を 入 力 す る よ う に 商 売 人 に 要 求 す る 適 切 な メ ッ
セ ー ジ を 表 示 す る 58。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 商 売 人 は 、 端 末 の キ ー パ ッ ド を 使 用 し て 、 又 は 第 ２ の 支 払 い カ ー ド が 磁 気 帯 リ ー ダ 若 し
く は 他 の 端 末 入 力 装 置 （ 例 え ば 、 チ ッ プ カ ー ド リ ー ダ ） を 使 用 し て 利 用 可 能 な 場 合 に 、 第
２ の カ ー ド 保 有 者 の 支 払 い カ ー ド 詳 細 を 入 力 し て よ い 60。 一 旦 第 ２ の 人 の 支 払 い カ ー ド 詳
細 が 入 力 さ れ る と 、 端 末 は 、 カ ー ド 保 有 者 に よ る 署 名 の た め の 取 引 伝 票 ／ 受 領 書 を 印 刷 し
て よ い 。 取 引 伝 票 は 、 カ ー ド 保 有 者 の 支 払 い カ ー ド 詳 細 、 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 支 払 い カ
ー ド 詳 細 及 び 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 を 適 切 に 識 別 す る 。 取 引 伝 票 ／ 受 領 書 は ま た 、 支 払
可 能 な サ ー ビ ス 料 金 を 識 別 し て よ い 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 こ れ ら 詳 細 を 印 刷 す る こ と に 加 え て 、 端 末 は ま た 、 移 転 を 一 意 的 に 識 別 す る 取 引 識 別 子
を 印 刷 し て よ い 。 移 転 を 追 跡 し よ う と 続 い て 試 み る 場 合 、 こ の 取 引 識 別 子 が 使 用 さ れ て よ
い 。 こ の 取 引 識 別 子 は 端 末 に よ っ て 生 成 さ れ て よ く 、 又 は ホ ス ト に よ っ て 供 給 さ れ て よ い
。 適 切 に は 、 取 引 識 別 子 、 及 び 各 識 別 子 に 関 連 付 け ら れ た 第 １ 及 び 第 ２ の 取 引 の レ コ ー ド
が 、 維 持 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 端 末 及 び ／ 又 は ホ ス ト は 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 関 連 付 け ら れ た 量 に つ い て 、 商 売
人 と 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 で 、 資 金 の 移 転 を 完 了 す る た め に 、 第 ２ の 取 引 を 適 切 に 生
成 す る 62。 適 切 に は 、 第 ２ の 取 引 を 生 成 す る た め の 手 段 は 、 端 末 及 び ／ 又 は ホ ス ト 内 に 含
ま れ た プ ロ グ ラ ム ・ コ ー ド で あ る 。 こ の 第 ２ の 取 引 が 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 に 貸 方 に 記 入 す
る 場 合 、 第 ２ の 取 引 に つ い て の カ ー ド 認 可 は 要 求 さ れ な い 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 適 切 に は 、 第 １ 及 び 第 ２ の 取 引 は 、 他 の 取 引 と 共 に 収 集 ホ ス ト へ 引 き 続 き 提 供 す る た め
に 64（ そ し て 従 っ て 支 払 い カ ー ド ・ ス キ ー ム の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム に よ っ て 処 理 す る ）
、 端 末 及 び ／ 又 は ホ ス ト （ 取 引 記 憶 装 置 14） 中 に 格 納 さ れ る 。 端 末 に つ い て の 支 払 い カ ー
ド 取 引 の バ ッ チ ン グ は 、 一 日 に 一 度 典 型 的 に 実 行 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 一 旦 こ れ ら ２ つ の 取 引 が 処 理 さ れ る と 、 第 １ の カ ー ド 保 有 者 は 、 彼 ら の 口 座 に 対 し て 借
方 を 有 す る だ ろ う 。 一 方 、 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 は 、 等 価 な 貸 方 （ サ ー ビ ス 料 金 ／ 交 換 レ ー
ト な ど を 無 視 す る ） を 有 す る だ ろ う 。 し た が っ て 、 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら 第 ２ の カ ー ド
保 有 者 へ の 資 金 の 移 転 が 達 成 さ れ て い る だ ろ う 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 あ る 情 報 を カ ー ド 保 有 者 に 提 供 す る た め に 、 各 取 引 は 、 カ ー ド 保 有 者 の 明 細 書 上 に 表 れ
る だ ろ う 各 取 引 に 対 し て 格 納 さ れ た 、 移 転 が だ れ に 行 わ れ た か を 示 す 詳 細 項 目 を 有 し て よ
い 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 上 記 さ れ た 単 純 化 さ れ た 典 型 的 な 方 法 は 、 あ る 制 限 環 境 に お い て 、 不 正 行 為 を 容 易 に し
、 及 び 取 引 と し て マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ が 単 一 の 販 売 時 点 端 末 か ら 生 成 さ れ 且 つ 制 御 さ れ る
。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 実 際 に は 、 商 売 人 の ネ ッ ト ワ ー ク が 、 資 金 移 転 シ ス テ ム を 提 供 す る た め に 確 立 さ れ て よ
い 。 こ の ネ ッ ト ワ ー ク は 、 支 払 い カ ー ド に よ る 支 払 い を 受 け 入 れ る 既 存 の 商 売 人 、 又 は 資
金 移 転 シ ス テ ム を 提 供 す る た め に セ ッ ト ア ッ プ さ れ た 商 売 人 の 専 用 ネ ッ ト ワ ー ク 、 若 し く
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は 該 ２ つ の 組 み 合 わ せ を 含 ん で よ い 。 こ の 組 み 合 わ せ に よ っ て 提 供 さ れ る 有 利 点 は 、 既 存
の 支 払 い カ ー ド シ ス テ ム を 使 用 し て 、 資 金 の 移 転 が 有 意 な 遅 延 な し に 効 率 的 に 達 成 さ れ う
る と い う こ と で あ る 。 本 発 明 の 文 脈 で は 、 用 語 　 商 売 人 は 、 支 払 カ ー ド ・ ス キ ー ム オ ペ レ
ー タ ー 又 は 本 明 細 書 中 で 記 載 さ れ た 取 引 の 目 的 の た め の 承 継 銀 行 に よ っ て 特 に セ ッ ト ア ッ
プ さ れ た 口 座 を 含 む だ ろ う 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 上 記 さ れ た 典 型 的 な 方 法 の 困 難 を 克 服 す る た め に 、 本 発 明 の 更 な る 実 施 態 様 が 提 供 さ れ
る 。 こ の 実 施 態 様 （ そ の 概 略 図 が 図 ５ に 示 さ れ る ） で は 、 ホ ス ト 70が 、 第 １ の カ ー ド 保 有
者 か ら 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 へ 資 金 移 転 の 要 求 を 処 理 す る た め に 提 供 さ れ る 。 該 ホ ス ト は 、
１ つ 又 は そ れ 以 上 端 末 の 装 置 72か ら 要 求 を 受 信 す る よ う に 適 切 に 適 合 さ れ て い る 。 該 シ ス
テ ム は 、 単 一 の 商 売 人 口 座 で 操 作 さ れ て よ い 。 し か し な が ら 、 明 白 に な る だ ろ う 理 由 の た
め に 、 該 シ ス テ ム は 好 ま し く は 、 複 数 の 商 売 人 口 座 74を 含 む 配 置 を 含 む 。 各 商 売 人 口 座 が
、 特 定 の 領 域 、 国 及 び ／ 又 は 金 融 機 関 76に 関 連 付 け ら れ た カ ー ド 支 払 の 処 理 に 関 連 付 け ら
れ る よ う に 、 商 売 人 口 座 が 配 置 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 商 売 人 口 座 は 、 適 切 に は 、 同 じ 実 体 の 全 口 座 又 は 関 連 す る 実 体 （ 例 え ば 、 同 じ 親 会 社 、
商 売 人 及 び ／ 又 は 銀 行 の 子 会 社 で あ る ） で あ る 。 こ の 実 施 態 様 で は 、 端 末 に 関 連 付 け ら れ
た 商 売 人 で な く 、 ホ ス ト に 関 連 付 け ら れ た 商 売 人 が 、 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら 第 ２ の カ ー
ド 保 有 者 へ 資 金 の 移 転 を 達 成 す る た め に 取 引 に お い て 使 用 さ れ る 。 移 転 を 処 理 す る 配 置 に
お い て １ つ の 組 織 の み が 有 効 で あ る た め に 、 規 制 の 且 つ 他 の 問 題 が 中 心 的 に 扱 わ れ う る 。
こ の 集 中 さ れ た 構 造 を 有 す る こ と に よ っ て 、 マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ 及 び 他 の 問 題 に 対 す る 懸
念 が 避 け ら れ う る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 こ の 更 な る 実 施 態 様 の 操 作 が 、 図 ６ に 示 さ れ る よ う な 操 作 の 典 型 的 な 方 法 及 び 図 １ ０ に
示 さ れ る 概 略 図 に 関 連 し て い ま 記 載 さ れ る だ ろ う 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 該 方 法 は 、 カ ー ド 保 有 者 が 資 金 移 転 を 実 行 す る た め の 資 金 移 転 サ ー ビ ス を 提 供 す る 販 売
店 に 要 求 し て 始 ま る 。 該 販 売 店 は 好 ま し く は 、 下 記 さ れ た 機 能 を 実 行 す る た め に 適 合 さ れ
た 支 払 い カ ー ド 端 末 を 有 す る 。 該 端 末 の オ ペ レ ー タ ー は 、 資 金 移 転 が 要 求 さ れ る こ と を 示
す た め に 、 端 末 上 の 適 切 な 選 択 を 行 な う 101（ 例 え ば 、 特 定 の キ ー 又 は キ ー の 組 み 合 わ せ
を 押 す ） 。 該 端 末 は 、 端 末 の デ ィ ス プ レ イ 上 に 、 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 詳 細 を 尋 ね る 適 切
な メ ッ セ ー ジ （ 例 え ば 、 「 資 金 移 転 オ プ シ ョ ン が 選 択 さ れ た － 譲 渡 人 カ ー ド 詳 細 を 入 力 し
て く だ さ い 」 ） を 表 示 す る 103こ と に よ っ て 応 答 し て よ い 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 そ の 後 、 オ ペ レ ー タ ー ／ カ ー ド 保 有 者 は 、 カ ー ド 保 有 者 の 詳 細 を （ 例 え ば 、 端 末 機 の 磁
気 帯 リ ー ダ を 介 し て 支 払 カ ー ド を 通 す こ と に よ っ て ） 入 力 し て よ い 105。 こ れ を 受 け て 、
端 末 は 、 端 末 装 置 上 に 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 の 項 目 を 尋 ね る 適 切 な メ ッ セ ー ジ （ 例 え
ば 、 「 資 金 移 転 オ プ シ ョ ン － 移 転 さ れ る べ き 量 を 入 力 し て く だ さ い 。 」 ） を 表 示 し て よ い
107。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 一 旦 量 が 入 力 さ れ る と 109、 端 末 は 、 サ ー ビ ス 料 金 を 計 算 し ／ 検 索 し 及 び 移 転 さ れ る べ
き 資 金 に 適 用 可 能 な サ ー ビ ス 料 金 の 量 を 示 す メ ッ セ ー ジ を 表 示 し て よ い 。 ユ ー ザ が 該 処 理
の 間 の こ の 時 間 で 及 び ／ 又 は 他 の 時 間 で 移 転 処 理 を 中 止 す る こ と を 可 能 に す る オ プ シ ョ ン
が 、 提 供 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 そ の 後 、 端 末 は 、 資 金 が 移 転 さ れ る べ き カ ー ド 保 有 者 の 支 払 い カ ー ド 詳 細 の 項 目 を 要 求
す る メ ッ セ ー ジ を 表 示 し て よ い 113。 端 末 は 、 こ の ス テ ッ プ の 前 に ／ 後 に ／ 間 に 、 第 １ の
取 引 に つ い て の 要 求 ／ 認 可 を し て よ い 。 こ の 認 可 は 、 ホ ス ト に 要 求 す る こ と に よ っ て 実 行
さ れ て よ く 、 そ れ は 、 次 に 認 可 要 求 を 処 理 す る 。 認 可 が 得 ら れ な い 場 合 、 全 体 の 資 金 移 転
処 理 が キ ャ ン セ ル さ れ て よ い 。
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【 ０ ０ ５ ２ 】
　 一 旦 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 支 払 い カ ー ド 詳 細 が 入 力 さ れ る と 、 端 末 は 第 １ の カ ー ド 保 有
者 に よ る 署 名 の た め の 受 領 伝 票 を 印 刷 し て よ い 。 該 受 領 伝 票 は 、 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 支
払 い カ ー ド 詳 細 、 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 支 払 い カ ー ド 詳 細 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 及 び
販 売 店 の 身 元 を 適 切 に 識 別 す る 。 取 引 伝 票 ／ 受 領 書 は ま た 、 支 払 可 能 な サ ー ビ ス 料 金 を 識
別 し て よ い 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 こ れ ら 詳 細 を 印 刷 す る こ と に 加 え て 、 端 末 は ま た 、 移 転 を 一 意 的 に 識 別 す る 取 引 識 別 子
を 印 刷 し て よ い 。 こ の 取 引 識 別 子 は 、 端 末 に よ っ て 生 成 さ れ て よ く 又 は ホ ス ト に よ っ て 供
給 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 こ れ ら 詳 細 は ま た 、 ホ ス ト へ の 次 の 伝 送 115の た め に 端 末 内 に 格 納 さ れ る 。 こ れ は 、 例
え ば 毎 日 の 終 わ り に 直 ち に 又 は バ ッ チ で 実 行 さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 ホ ス ト で 取 引 を 受 信 す る と 、 該 ホ ス ト は 、 提 供 さ れ た デ ー タ の 認 可 及 び ／ 又 は 有 効 性 を
確 認 す る た め に チ ェ ッ ク 117を 実 行 し て よ い 。 移 転 要 求 を 処 理 す る た め に 、 該 ホ ス ト は 、
第 １ の カ ー ド 保 有 者 に つ い て の 第 １ の 取 引 を 処 理 す る た め の 適 切 な 商 売 人 を 決 定 す る 119
。 商 売 人 の 適 合 性 は 、 第 １ の カ ー ド 保 有 者 、 カ ー ド 保 有 者 の カ ー ド 発 行 機 関 の 地 理 的 な 位
置 、 利 用 可 能 な 最 小 の 交 換 料 金 を 含 む １ 又 は そ れ 以 上 の 要 因 に 関 連 し て 作 ら れ て よ い 。 適
切 な 商 売 人 の 決 定 は 、 カ ー ド 番 号 （ 又 は カ ー ド 番 号 の 範 囲 ） 及 び そ れ ら の 関 連 付 け ら れ た
商 売 人 の リ ス ト を 含 む 検 査 テ ー ブ ル へ の 参 照 に よ っ て な さ れ て よ い 。 一 旦 適 切 な 商 売 人 が
決 定 さ れ る と 、 第 １ の 取 引 が 、 移 転 さ れ る べ き 資 金 の 額 に 等 し い 量 に つ い て 、 決 定 さ れ た
適 切 な 商 売 人 と 第 １ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 で 作 成 さ れ る 121。 適 切 に は 、 第 １ の 取 引 を 生
成 す る た め の 手 段 は ホ ス ト 内 に 含 ま れ た プ ロ グ ラ ム ・ コ ー ド で あ る 。 こ の 量 は 、 コ ミ ッ シ
ョ ン を 追 加 し て も よ く 又 は し な く て よ い 。 該 量 は 、 カ ー ド 保 有 者 が 取 引 に つ い て 事 実 上 借
方 に 記 入 さ れ て い る た め に 、 負 の 量 と し て み な さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 そ の 後 、 ホ ス ト は 第 ２ の 商 売 人 を 決 定 し て よ く 123、 そ れ は 第 ２ の 取 引 を 第 ２ の カ ー ド
保 有 者 で 処 理 す る た め に 適 し て い る 。 該 決 定 は 、 第 １ の カ ー ド 補 湯 者 が 決 定 さ れ た 同 じ 様
式 で 実 行 さ れ て よ い 。 一 旦 適 切 な 第 ２ の 商 売 人 が 決 定 さ れ る と 、 ホ ス ト は 、 移 転 さ れ る べ
き 資 金 の 額 に 等 価 な 量 に つ い て 、 第 ２ の 商 売 人 と 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 と の 間 の 第 ２ の 取 引
を 生 成 し て よ い 125。 こ の 量 は 、 コ ミ ッ シ ョ ン を 差 し 引 い て も よ く 又 は し な く て よ い 。 こ
の 量 は 、 そ れ が 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 口 座 へ の 資 金 の 貸 方 を 事 実 上 表 す 故 に 正 の 量 と し て
み な さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 2つ の 個 別 の 取 引 が あ る た め 、 各 カ ー ド 保 有 者 は そ れ ら 自 身 の 通 貨 を 請 求 さ れ ／ 貸 方 に
記 入 さ れ て よ く 、 ホ ス ト オ ペ レ ー タ ー は ヨ ー ロ ッ パ 特 許 出 願 第 1018711号 に 記 載 さ れ て い
る 変 動 通 貨 変 換 、 適 切 な シ ス テ ム を 有 効 に 実 行 す る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 ２ つ の 取 引 を 処 理 す る た め に 、 ホ ス ト は 適 切 な 通 信 リ ン ク を 介 し て 例 え ば モ デ ム 及 び 慣
用 の 電 話 線 、 専 用 の 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク 又 は イ ン タ ー ネ ッ ト を 使 用 し て 、 ２ つ の 取 引 を 支 払
カ ー ド ・ ス キ ー ム 内 に 前 に 進 め る た め の 発 行 者 に 関 連 付 け ら れ た 収 集 ホ ス ト に 該 取 引 を 進
め て よ い 127。 代 替 的 に 、 技 術 的 又 は 法 的 理 由 の た め に 、 ホ ス ト が 発 行 者 の 収 集 ホ ス ト へ
直 接 的 に 取 引 を 進 め る こ と が で き な い と こ ろ で は 、 該 ホ ス ト は 、 取 引 で 識 別 さ れ た 商 売 人
の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム へ 個 々 の 取 引 を 進 め て よ い 。 商 売 人 の コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム は 、
取 引 を 受 信 し 且 つ 処 理 の た め に 支 払 カ ー ド ・ ス キ ー ム に 関 連 付 け ら れ た コ ン ピ ュ ー タ シ ス
テ ム へ そ れ ら を 進 め る よ う に 適 切 に 適 合 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 一 旦 第 １ 及 び 第 ２ の 取 引 が 処 理 さ れ る と 、 第 １ の カ ー ド 保 有 者 は 彼 ら の 支 払 い カ ー ド 口
座 に 対 し て 借 方 を 有 し 、 一 方 、 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 は 彼 ら の 支 払 い カ ー ド 口 座 上 で 等 価 な
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貸 方 （ サ ー ビ ス 料 金 ／ 交 換 レ ー ト な ど を 無 視 す る ） を 有 す る と 理 解 さ れ る だ ろ う 。 し た が
っ て 、 第 １ の カ ー ド 保 有 者 か ら 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 へ の 資 金 の 移 転 は 、 有 効 に 達 成 さ れ る
だ ろ う 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 問 題 の 場 合 に は 、 第 １ 及 び 第 ２ の 取 引 が 、 第 １ 及 び 第 ２ の 取 引 を キ ャ ン セ ル す る た め の
２ つ の 更 な る 取 引 を 適 用 す る こ と に よ っ て 、 有 効 に キ ャ ン セ ル さ れ て よ い 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 取 引 の 詳 細 が ま た 、 ホ ス ト 上 の 又 は 取 引 を そ れ ら の 関 連 す る 詳 細 、 取 引 識 別 子 な ど で 識
別 す る 関 連 す る コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム 上 の デ ー タ ベ ー ス 内 に 格 納 さ れ て よ い 。 全 取 引 の 中
央 デ ー タ ベ ー ス を 有 す る こ と は 、 完 全 な 監 査 証 跡 を 容 易 に す る こ と を 可 能 に し 且 つ 報 告 、
調 整 及 び 監 視 が 可 能 で あ る こ と を 保 証 す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 こ れ ら 最 初 の ２ つ の 取 引 に 加 え て 、 ホ ス ト は 、 要 求 を 扱 っ た た め の サ ー ビ ス 料 金 を 販 売
店 の オ ペ レ ー タ ー に 提 供 す る た め に 更 な る 取 引 を 生 成 し て よ い 。 ホ ス ト は 、 周 期 的 に 、 例
え ば 週 単 位 又 は 月 単 位 で 単 一 の 支 払 を 提 供 す る た め に 販 売 店 の こ れ ら 取 引 を 統 合 し て よ い
。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 あ る 情 報 を カ ー ド 保 有 者 に 提 供 す る た め に 、 各 取 引 は 、 そ れ ら に 関 連 付 け ら れ た 詳 細 項
目 を 有 し て よ い 。 こ れ ら 詳 細 項 目 が カ ー ド 保 有 者 の 支 払 カ ー ド 口 座 明 細 上 に 現 れ 且 つ ど の
取 引 が 関 係 す る か に 関 し て 識 別 子 を 提 供 す る よ う に 、 こ れ ら 詳 細 項 目 が 取 引 で 処 理 さ れ る
だ ろ う 。 し た が っ て 、 例 え ば 、 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の た め の 詳 細 項 目 は 、 第 ２ の カ ー ド 保
有 者 に 参 照 さ れ て よ く 且 つ そ の 逆 も 同 様 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 複 数 の 商 売 人 口 座 を 有 す る こ と に よ っ て 、 本 発 明 は 、 ロ ー カ ル の 発 行 者 の た め の カ ー ド
・ ス キ ー ム 料 金 に 関 連 付 け ら れ た 困 難 及 び ／ 又 は ロ ー カ ル の 発 行 者 に よ る 長 期 の 資 金 調 達
を 避 け る 。 す な わ ち 、 支 払 い が 第 １ の カ ー ド 保 有 者 に よ っ て 毎 月 精 算 さ れ る （ 一 方 、 第 ２
の カ ー ド 保 有 者 に よ る 受 信 は 、 実 際 に 瞬 間 的 に 生 じ る ） 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 該 シ ス テ ム の 更 な る バ リ エ ー シ ョ ン は 予 測 可 能 で あ る 。 更 な る 実 施 態 様 の 例 が 、 支 払 い
カ ー ド 保 有 者 間 の 資 金 の 移 転 を 容 易 に す る た め に ウ ェ ブ サ イ ト を 提 供 す る イ ン タ ー ネ ッ ト
・ サ ー バ ー の 使 用 で あ る 。 基 本 的 な 実 施 態 様 で は 、 こ の イ ン タ ー ネ ッ ト ポ ー タ ル は 上 記 さ
れ た 方 法 を 複 製 し 、 ユ ー ザ が 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 詳 細 、 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 詳 細 及 び
移 転 さ れ る べ き 資 金 の 量 を 入 力 す る こ と を 可 能 に す る 。 こ の 情 報 を 受 信 す る と 、 該 イ ン タ
ー ネ ッ ト ・ サ ー バ ー 又 は 関 連 す る コ ン ピ ュ ー タ シ ス テ ム が 、 ２ つ の 取 引 を 生 成 し そ し て そ
れ ら を 上 記 さ れ た よ う に 処 理 し て よ い 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 他 の 実 施 態 様 で は 、 図 ７ で 示 さ れ る よ う に サ ー バ が 用 意 さ れ 、 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 が 彼
ら の カ ー ド 詳 細 を 第 １ の カ ー ド 保 有 者 に 明 ら か に す る 必 要 無 し に 及 び 同 様 に 第 １ の カ ー ド
保 有 者 は 彼 ら の カ ー ド 詳 細 を 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 に 明 ら か に す る 必 要 無 し に 、 第 １ の カ ー
ド 保 有 者 か ら 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 へ の 資 金 の 移 転 が 達 成 さ れ う る こ と を 保 証 す る 。 こ の 実
施 態 様 は 、 図 ７ に 関 連 し て い ま 記 載 さ れ る だ ろ う 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 サ ー バ 150は 、 ユ ー ザ （ カ ー ド 保 有 者 ） 156に 情 報 を 提 供 す る よ う に 及 び で ユ ー ザ か ら の
応 答 を 受 信 す る よ う に 適 合 さ れ た イ ン タ フ ェ ー ス を 含 む 。 イ ン タ フ ェ ー ス は 、 例 え ば ウ ェ
ブ ・ イ ン タ フ ェ ー ス 154で あ り 、 一 連 の HTML又 は 同 様 の ペ ー ジ を 含 み 、 そ れ は 彼 ら の コ ン
ピ ュ ー タ 上 で 適 切 な ウ ェ ブ ・ ブ ラ ウ ザ ー ・ ソ フ ト ウ ェ ア を 有 す る カ ー ド 保 有 者 に よ っ て 見
ら れ て よ い 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 サ ー バ 又 は 関 連 す る コ ン ピ ュ ー タ は 、 カ ー ド 保 有 者 デ ー タ ベ ー ス 中 に レ コ ー ド と し て 複
数 の 個 々 の カ ー ド 保 有 者 の 詳 細 を 格 納 す る よ う に 適 合 さ れ た カ ー ド 保 有 者 デ ー タ ベ ー ス 15
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2を 有 す る 。 該 デ ー タ ベ ー ス 中 の レ コ ー ド の 各 々 は 、 カ ー ド 保 有 者 の 詳 細 へ の 無 許 可 の ア
ク セ ス を 防 ぐ た め に 、 関 連 付 け ら れ た ユ ー ザ 口 座 名 及 び パ ス ワ ー ド を 有 し て よ い 。 従 っ て
、 各 レ コ ー ド は 、 該 デ ー タ ベ ー ス 上 の 口 座 と し て 見 ら れ て よ い 。 カ ー ド 保 有 者 は 、 例 え ば
ウ ェ ブ ・ イ ン タ フ ェ ー ス に よ っ て 提 供 さ れ た 適 切 な 形 式 の 完 了 に よ っ て 、 彼 ら 自 身 の た め
に 記 録 （ 口 座 ） を 作 成 し て よ い 。 安 全 理 由 の た め に 、 他 の 手 段 に よ っ て 該 デ ー タ ベ ー ス 上
の 口 座 を 作 成 す る オ プ シ ョ ン が 、 例 え ば フ ァ ッ ク ス 、 電 話 又 は 郵 便 で 提 供 さ れ て よ い 。 サ
ー バ は ま た 、 ホ ス ト 160と 接 続 し 且 つ ホ ス ト に よ っ て 処 理 す る た め に 、 あ る カ ー ド 保 有 者
か ら 他 の カ ー ド 保 有 者 へ 資 金 移 転 の 要 求 を ホ ス ト に 提 供 す る よ う に 適 切 に 適 合 さ れ て い る
。 ホ ス ト 機 能 は 、 サ ー バ 150内 に 組 込 ま れ て い て よ い 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 こ の シ ス テ ム を 使 用 し て 、 資 金 移 転 を 実 行 す る 方 法 が 、 図 ８ に 関 連 し て い ま 記 載 さ れ る
だ ろ う 。 簡 単 に す る た め に 、 第 １ 及 び 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 が 、 両 方 と も サ ー バ 上 の 生 成 さ
れ た 口 座 を 有 す る と 仮 定 さ れ る だ ろ う 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 該 方 法 は 、 ユ ー ザ （ 譲 渡 人 ） 156が ネ ッ ト ワ ー ク 、 例 え ば イ ン タ ー ネ ッ ト 158を 介 し て 接
続 を す る た め に コ ン ピ ュ ー タ 上 の ウ ェ ブ ブ ラ ウ ザ 又 は 他 の ソ フ ト ウ ェ ア を 使 用 し て サ ー バ
を ア ク セ ス す る 200こ と で 始 ま る 。 一 旦 サ ー バ が ア ク セ ス さ れ る と 、 ユ ー ザ は 資 金 の 移 転
を 始 め る た め に 、 例 え ば ウ ェ ブ ペ ー ジ 中 の 適 切 な リ ン ク を ク リ ッ ク す る こ と に よ っ て 、 要
求 し て よ い 。 そ の 後 、 ユ ー ザ は 、 カ ー ド 保 有 者 が 彼 ら の ユ ー ザ 口 座 名 （ 第 １ の カ ー ド 保 有
者 の た め の 識 別 子 ） 及 び 安 全 理 由 の た め に 任 意 的 に 彼 ら の パ ス ワ ー ド を 入 力 す る 202こ と
を 可 能 に す る 適 切 な ウ ェ ブ ペ ー ジ を 示 さ れ る 。 同 じ ペ ー ジ 又 は 後 の ペ ー ジ に お い て 、 ユ ー
ザ は 、 資 金 が 移 転 さ れ る べ き 人 （ 譲 受 人 ） の 口 座 名 又 は 他 の 識 別 子 を 入 力 し 204及 び 移 転
さ れ る べ き 資 金 の 額 を 入 力 す る 206た め の 適 切 な 場 所 を 示 さ れ る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 一 旦 カ ー ド 保 有 者 が こ の 情 報 を 提 供 す る と 、 又 は カ ー ド 保 有 者 口 座 名 及 び パ ス ワ ー ド が
提 供 さ れ た 後 に 異 な る ペ ー ジ に お い て 情 報 を 連 続 し て 入 力 す る 場 合 に 、 そ の 後 、 入 力 さ れ
た 譲 渡 人 の 口 座 が 存 在 す る こ と を 確 認 す る た め に 及 び 必 要 で あ れ ば パ ス ワ ー ド を 検 証 す る
た め に 、 カ ー ド 保 有 者 の デ ー タ ベ ー ス 上 で 適 切 な チ ェ ッ ク が 行 わ れ る 。 そ の 後 、 口 座 が 存
在 す れ ば 、 シ ス テ ム は 、 第 １ の カ ー ド 保 有 者 （ 譲 渡 人 ） の た め の デ ー タ ベ ー ス か ら カ ー ド
保 有 者 情 報 を 検 索 す る 208。 シ ス テ ム は ま た 、 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 （ 譲 受 人 ） の た め の デ
ー タ ベ ー ス か ら カ ー ド 保 有 者 情 報 を 検 索 す る 210。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 一 旦 こ の カ ー ド 保 有 者 情 報 が 検 索 さ れ る と 、 入 力 さ れ た 資 金 の 移 転 は 、 図 ６ に 記 載 さ れ
る 処 理 の た め に 第 １ の カ ー ド 保 有 者 の 詳 細 、 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 の 詳 細 及 び 移 転 さ れ る べ
き 量 を １ つ 又 は そ れ 以 上 の ホ ス ト に 渡 す こ と に よ っ て 、 図 ５ の 実 施 態 様 に 関 連 し て 上 記 さ
れ た よ う に 達 成 さ れ て よ い 。 こ の 点 に 関 し て 、 ホ ス ト は 、 前 に 記 載 さ れ た よ う に 第 １ 及 び
／ 又 は 第 ２ の 取 引 を 生 成 す る だ ろ う 。 第 １ の 取 引 に つ い て 、 第 ２ の 取 引 の 生 成 を 保 留 に し
て お く こ と は 避 け ら れ な い わ け で は な い こ と 、 及 び ／ 又 は ２ つ の 別 個 の ホ ス ト が こ れ ら の
取 引 の い ず れ か を 処 理 し て よ く 及 び ／ 又 は な お 他 の ホ ス ト が 第 １ の 取 引 の 認 可 を （ 個 別 に
） 処 理 す る こ と が 考 え ら れ る こ と が 認 識 さ れ る だ ろ う 。 こ の 方 法 の 有 利 点 は 、 第 ２ の カ ー
ド 保 有 者 に と っ て 、 彼 ら の 口 座 内 に 資 金 の 移 転 を 容 易 に す る た め に 彼 ら の カ ー ド 詳 細 を 明
ら か に す る 必 要 が な い こ と で あ る 。 サ ー バ は 、 移 転 が 完 了 し た こ と 又 は 処 理 さ れ て い る こ
と を 確 認 す る 適 切 な 確 認 ペ ー ジ を ユ ー ザ に 提 供 し て よ い 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 支 い カ ー ド の 可 能 な 詐 欺 的 使 用 を 回 避 す る た め に 、 ス キ ー ム の 各 メ ン バ ー は ２ 枚 の カ ー
ド を 用 い て 発 行 さ れ う る 。 １ 枚 の カ ー ド は 受 領 カ ー ド で あ り 、 こ の カ ー ド の 数 は 公 に 公 表
さ れ う る 。 第 ２ の カ ー ド は 支 払 い カ ー ド で あ り 、 こ の カ ー ド の 数 は 会 社 に よ っ て 秘 密 に 維
持 さ れ 且 つ ま た Ｐ IN番 号 を 有 す る だ ろ う 。 会 社 が 請 求 書 を 発 行 す る 場 合 、 そ れ が 誤 用 さ れ
て い る 恐 れ な し に 請 求 書 上 に そ の 受 領 カ ー ド 番 号 を 印 刷 す る こ と が で き る 。 そ の 後 、 支 払
い 会 社 は 、 支 払 を す る た め に そ の 支 払 い 番 号 を 使 用 し 、 且 つ そ の 番 号 は フ ィ ン ト ラ ッ ク ス
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（ Fintrax） /カ ー ド 会 社 ア リ ー ナ の 外 部 で 決 し て 送 信 さ れ な い 。 そ の 上 、 受 領 す る 会 社 が
ス キ ー ム の メ ン バ ー で は な い が 支 払 会 社 で あ っ た な ら ば 、 そ の 後 、 彼 ら は 該 ス キ ー ム を 介
し て ま だ 支 払 い う る が 、 実 際 の 支 払 は カ ー ド で は な く 小 切 手 に よ っ て さ れ る だ ろ う 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 受 領 カ ー ド を 用 い て 、 発 行 者 は 、 ゼ ロ 支 払 額 限 界 (zero spend limit)を 有 す る カ ー ド を
潜 在 的 な 譲 受 人 に 予 め 提 供 す る こ と が で き る 。 代 替 的 に 、 発 行 者 は 、 カ ー ド か ら の 取 引 借
方 を ブ ロ ッ ク す る あ る 他 の メ カ ニ ズ ム を 使 用 す る こ と が で き る 。 従 っ て 、 誰 か が 公 表 さ れ
た カ ー ド 番 号 を 用 い て 資 金 を 引 き 出 す 又 は 商 品 又 は サ ー ビ ス の 代 金 を 支 払 う た め に そ れ を
使 用 す る こ と を 試 み る 場 合 、 該 取 引 は 、 認 可 の た め に 送 信 さ れ そ し て 拒 否 さ れ る だ ろ う 。
そ の 上 、 物 理 的 な カ ー ド は 発 行 者 に よ っ て 決 し て 提 供 さ れ る 必 要 が 無 く 、 カ ー ド 番 号 の み
が 必 要 と さ れ 、 従 っ て 「 存 在 し な い カ ー ド 」 又 は 「 存 在 し な い カ ー ド 保 有 者 」 と ラ ベ ル 付
け さ れ た 潜 在 的 な 詐 欺 の 又 は 認 可 さ れ て い な い 取 引 が 、 認 可 の 可 能 性 を 在 り そ う で な く す
る か 又 は 取 引 が 人 か に ふ さ れ る 可 能 性 を 増 加 す る 。 そ の 上 、 真 の カ ー ド 保 有 者 は 、 専 用 の
口 座 の み 間 で 収 支 の カ ー ド 保 有 者 の 内 部 の 認 可 さ れ た バ ン キ ン グ 移 転 で リ ス ト さ れ た そ の
よ う な カ ー ド 番 号 を 有 す る こ と が で き る 。 こ れ は 真 の カ ー ド 保 有 者 及 び 受 領 カ ー ド の み に
よ っ て 受 信 さ れ た お 金 の 移 転 を 容 易 に す る だ ろ う 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 受 信 す る 会 社 が ス キ ー ム の メ ン バ ー で な く 且 つ 実 際 の 支 払 い が カ ー ド で は な く 小 切 手 又
は 現 金 に よ っ て 行 な わ れ る 場 合 、 ２ つ の カ ー ド 番 号 利 用 メ カ ニ ズ ム が ま た 使 わ れ る だ ろ う
。 例 え ば 、 譲 渡 人 が ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド を 有 さ ず 且 つ 資 金 を 送 り た い 場 合 、 譲 渡 人 は 、 移
転 を 達 成 す る た め に 、 小 切 手 又 は 現 金 に よ っ て プ ロ キ シ カ ー ド 保 有 者 に 予 め 支 払 う こ と に
よ っ て 、 彼 又 は 彼 女 の 代 わ り に 、 （ 認 可 さ れ た 譲 渡 人 商 売 人 に よ っ て 使 用 可 能 で あ っ て よ
い ） プ ロ キ シ カ ー ド 保 有 者 を 使 用 し う る 。 同 様 に 、 譲 受 人 が ク レ ジ ッ ト ・ カ ー ド を 有 さ ず
且 つ 意 図 し た 受 領 者 で あ っ た 場 合 、 譲 受 人 は 、 移 転 を 達 成 す る た め に 、 プ ロ キ シ カ ー ド 保
有 者 を 使 用 す る こ と が で き 且 つ 小 切 手 又 は 現 金 を プ ロ キ シ カ ー ド 保 有 者 か ら 受 信 す る こ と
が で き る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
　 本 発 明 は 、 最 も 効 率 的 な 24時 間 、 365日 ク ロ ス ボ ー ダ ー お 金 移 転 シ ス テ ム の １ つ を 容 易
に す る こ と が で き る シ ス テ ム を 提 供 し 、 消 費 者 に 、 必 要 な ら 、 取 引 明 細 書 、 報 告 且 つ 調 整
及 び 金 銭 監 視 に 加 え て 、 支 払 い 又 は 借 り 換 え 及 び 監 追 跡 析 透 明 度 の 完 全 な 保 証 と 結 び つ け
ら れ た 完 全 な 便 宜 を 提 供 す る と 信 じ ら れ て い る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 図 面 に 関 連 し て 記 載 さ れ た 本 発 明 で の 実 施 態 様 は 、 コ ン ピ ュ ー タ 装 置 及 び ／ 又 は コ ン ピ
ュ ー タ 装 置 中 で 実 行 さ れ る 処 理 を 含 む 。 し か し な が ら 、 本 発 明 は ま た 、 コ ン ピ ュ ー タ プ ロ
グ ラ ム 、 特 に 本 発 明 を 実 行 す る た め に 適 合 さ れ た 担 体 上 に 又 は そ の 中 に 記 録 さ れ た コ ン ピ
ュ ー タ プ ロ グ ラ ム ま で 及 ぶ 。 該 プ ロ グ ラ ム は 、 ソ ー ス コ ー ド 、 オ ブ ジ ェ ク ト コ ー ド 又 は コ
ー ド 中 間 ソ ー ス 、 及 び オ ブ ジ ェ ク ト コ ー ド の 形 式 で 、 例 え ば 部 分 的 に コ ン パ イ ル さ れ た 形
式 で 又 は 本 発 明 に 従 う 方 法 の 実 装 で 使 用 す る た め に 適 し て い る 何 ら か の 他 の 形 式 で よ い 。
該 担 体 は 、 記 録 媒 体 、 例 え ば ROM（ 例 え ば CD-ROM） 、 又 は 磁 気 的 記 録 媒 体 （ 例 え ば 、 フ ロ
ッ ピ ー デ ィ ス ク 又 は ハ ー ド デ ィ ス ク ） を 含 ん で よ い 。 該 担 体 は 、 電 気 的 な 若 し く は 光 学 的
な ケ ー ブ ル を 介 し て 、 又 は 無 線 若 し く は 他 の 手 段 に よ っ て 転 送 さ れ て よ い 電 気 的 な 又 は 光
学 的 な 信 号 で よ い 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 本 発 明 は 、 本 明 細 書 中 で 記 載 さ れ た 実 施 態 様 に 制 限 さ れ る こ と を 意 図 さ れ な い が 、 請 求
項 の 範 囲 内 に あ る 他 の 変 形 を 含 む こ と が 当 業 者 に よ っ て 理 解 さ れ る だ ろ う 。 例 え ば 、 シ ス
テ ム は 、 第 １ の 人 が 必 ず し も カ ー ド 保 有 者 で な い 場 合 に 、 第 １ の 人 か ら カ ー ド 保 有 者 へ 資
金 の 移 転 を 行 う た め に 適 合 さ れ て い て よ い 。 こ の シ ナ リ オ で は 、 カ ー ド 保 有 者 は 、 他 の 資
金 移 転 シ ス テ ム （ 例 え ば テ レ ホ ン バ ン キ ン グ ） 、 現 金 又 は 小 切 手 の い ず れ か を 使 用 し て サ
ー ビ ス ・ プ ロ バ イ ダ ー に 直 接 支 払 っ て よ く 、 該 サ ー ビ ス ・ プ ロ バ イ ダ ー は 、 上 記 さ れ た 方
法 を 使 用 し て 第 ２ の カ ー ド 保 有 者 へ の 資 金 の 転 送 を 行 う た め に 記 載 さ れ た 該 方 法 に お い て
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第 １ の 取 引 で サ ー ビ ス ・ プ ロ バ イ ダ ー に 関 連 付 け ら れ た 支 払 カ ー ド を 使 用 す る 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 本 発 明 に 関 し て 明 細 書 で 使 用 さ れ る 場 合 、 用 語 「 含 む （ comprises） ／ 含 ん で い る （ com
prising） 」 及 び 用 語 「 有 す る （ having） ／ 含 む （ including） 」 は 、 述 べ ら れ た 特 性 、 実
体 、 ス テ ッ プ 又 は コ ン ポ ー ネ ン ト の 存 在 を 特 定 す る 為 に 使 用 さ れ る が 、 １ つ 又 は そ れ 以 上
の 他 の 特 性 、 実 体 、 ス テ ッ プ 、 コ ン ポ ー ネ ン ト 又 は そ れ ら の 群 の 存 在 又 は 追 加 を 排 除 し な
い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ８ ０ 】
【 図 １ 】 本 発 明 を 実 行 す る た め に 適 切 な 端 末 の 説 明 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 で 使 用 す る た め に 適 切 な 配 置 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 に 従 う 資 金 移 転 の 処 理 フ ロ ー ダ イ ア グ ラ ム で あ る 。
【 図 ４ 】 図 １ の 端 末 に お い て 本 発 明 の 方 法 を 実 装 す る た め の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 に 従 う 資 金 移 転 を 処 理 す る た め の 端 末 及 び ホ ス ト 配 置 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ５ で 使 用 す る た め の 適 切 な 方 法 の フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 方 法 で 使 用 す る た め の サ ー バ を 使 用 す る 配 置 で あ る 。
【 図 ８ 】 図 ７ の 配 置 で 使 用 す る た め の 適 切 な 方 法 を 示 す 処 理 フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 図 ９ 】 図 １ の 端 末 の 概 念 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 図 ６ で 示 さ れ る 方 法 を 実 装 す る た め の ホ ス ト の 概 念 的 な ダ イ ア グ ラ ム で あ る 。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 国 際 調 査 報 告 】
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